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（提案理由） 

 少人数学級の計画的な実施及び指導等の充実を図ることで学校教育の

水準を維持し、もって教育課題の解決に資するため、本案を提出する。 

 



   足立区学校教育職員の特殊勤務手当に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

４条第５項及び学校職員の給与に関する条例（平成３１年足立区条例

第 号。以下「給与条例」という。）第１８条第３項の規定に基づき、

給与条例第２条に規定する学校教育職員（以下「職員」という。）の

特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。 

（特殊勤務手当の種類） 

第２条 特殊勤務手当の種類は、教員特殊業務手当とする。 

（教員特殊業務手当） 

第３条 教員特殊業務手当は、職員が、学校の管理下において行う非常

災害時等の緊急業務、修学旅行等若しくは対外運動競技等の引率指導

業務又は学校の管理下において行われる部活動の指導業務に従事した

場合で、当該業務が心身に著しい負担を与える程度のもの（人事委員

会の承認を得て教育委員会規則で定める程度のものに限る。）である

ときに支給する。 

２ 前項に規定する手当の額は、従事した日１日につき６，４００円を

超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で

定める。 

（支給方法） 

第４条 前条に規定する教員特殊業務手当は、給与条例第２３条に規定

する管理職員特別勤務手当を受ける職員には支給しない。 

（委任) 

第５条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関

し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。 

付 則 

 この条例は、平成３２年４月１日から施行する。 


